
高等学校における産業教育に関する施設・設備の基準面積・基準金額の算定等について 

（平成６年６月３０日文初職第２４号）  

（沿革 平成１５年４月１日１５文科初第 1148 号 一部改正） 

（    平成２５年４月１日２５文科初第   250 号 一部改正） 

（    令和３年１２月１７日  ３文科初第 1604 号 一部改正） 

 

 

 産業教育振興法施行令の一部を改正する政令（平成６年６月３０日政令第２０６

号。以下「政令」という。）及び産業教育振興法施行規則（平成６年６月３０日文

部省令第２８号。以下「省令」という。）が施行されたことに伴い、省令第３条第

１項各号の取扱いを含め各高等学校における産業教育に関する施設・設備の基準面

積・基準金額の算定等については下記のとおり定めましたので事務処理上遺漏のな

いようお取り計らい願います。  

 また、貴管下の関係機関及び関係高等学校にも周知いただくよう併せてお願いし

ます。 

 

                   記 

 

 

１ 基準面積・金額の算定  

 (1)職業学科の場合  

   省令第３条第１項各号に基づき、当該高等学校において履修する科目の属す

る政令別表第２欄に掲げる科目群（以下「科目群」という。）ごとに次の①～

③により算出した係数に、高等学校産業教育施設整備費国庫補助金交付要綱

（平成１５年４月１日付け１５文科初第３７５号文部科学大臣裁定。以下「施

設交付要綱」という。）別記１及び学校教育設備整備費等補助金交付要綱別記

２の１ .高等学校産業教育設備整備費（平成１５年４月１日付け１５文科初第

７３９号文部科学大臣裁定。以下「設備交付要綱」という。）（２）設備基準

金額に掲げる当該科目群ごとの基準面積・金額をそれぞれ乗じて得た数（四捨

五入）の和をもって当該高等学校の基準面積・金額とする。  

 

①  生徒数補正（省令第３条第１項第１号による補正）  

  科目群ごとに、当該科目群に属するいずれかの科目を履修する学科の第１

学年の定員の和に応じ、別表１により定める係数。  

 

  ②単位数補正（省令第３条第１項第２号による補正）  

    科目群ごとに、当該科目群に属するいずれかの科目を履修する各学科の履

修単位数及び第１学年の定員をもとに次の演算式により算出（四捨五入）し

た数に応じ、別表２により定める係数。  



 

演算式（当該高等学校にＡＢＣの３学科を設置する場合 ) 

 

           (24×80/40＋4×40/40＋24×40/40)×40/160＝19         

                                                                      

        A 学 科 履 修 単 位 数      B 学 科 履 修 単 位 数   C 学 科 履 修 単 位 数    当 該 科 目 群 第 1 学 年 履 修 総 定 員  
                                                                      

             A 学 科 第 1 学 年 定 員   B 学 科 第 1 学 年 定 員  C 学 科 第 1 学 年 定 員         

 

  ③課題研究等補正（省令第３条第１項第４号による補正）  

    当該高等学校において科目「課題研究」、「実習」、「総合実習」及び「情

報実習」を履修する場合、補正対象となる科目群ごとに当該科目群を補正す

る各学科の履修単位数及び第１学年の定員をもとに上記②の演算式により算

出（四捨五入）した数に応じ別表３により定める係数。  

 なお、この補正については、学科ごとに任意の１の科目群の基準面積・金

額を補正するものとする。  

 

 (2)総合学科の場合  

    省令第３条第１項各号に基づき、当該高等学校において開設する科目の属す

る科目群ごとに次の①～③により算出した係数に、施設交付要綱別記１及び設

備交付要綱（２）設備基準金額に掲げる当該科目群ごとの基準面積・金額をそ

れぞれ乗じて得た数（四捨五入）の和をもって当該高等学校の基準面積・金額

とする。 

 

  ①生徒数補正（省令第３条第１項第１号による補正）  

    当該高等学校の収容定員を３で除した数（四捨五入）に応じ、別表１によ

り定める係数。  

 なお、この補正については「情報基礎に関する科目群」の基準面積・金額

のみを補正するものとする。 

 

  ②単位数補正（省令第３条第１項第２号による補正）  

    「情報基礎に関する科目群」については、当該高等学校において開設する

「情報基礎に関する科目群」に属する科目の最大開設単位数に応じ、別表２

により定める係数。  

 また、その他の科目群については、当該高等学校において開設する科目の

属する科目群ごとに、当該科目群ごとの科目の開設単位数の和及び「情報基

礎に関する科目群」以外の科目群に属する科目の開設単位数の総和をもとに

次の演算式により算出した数（四捨五入）に応じ、別表２により定める係数。 

 なお、この場合の「開設単位数」について、当該高等学校の各系列におい



て同一の科目を開設することとなる場合においては、それぞれの単位数が同

一の場合は、いずれか１の単位数をもって、また、単位数が異なる場合は最

大単位数をもってこれにあてるものとする。  

 

演算式 

 

                6 × 30 ÷ 118 ≒ 2 

 

         当 該 科 目 群 の 開 設 単 位 数 の 和  ｢情 報 基 礎 に 関 す る 科 目 群｣以 外 の 科 目 群 の 開 設 単 位 数 の 総 和  

 

  ③課題研究等補正（省令第３条第１項第４号による補正）  

      当該高等学校において科目「課題研究」、「実習」、「総合実習」、「情

報実習」及び「産業社会と人間」を履修する場合、当該科目の開設単位数の

和及び「情報基礎に関する科目群」以外の科目群に属する科目の開設単位数

の総和をもとに上記②の演算式により算出した数（四捨五入）に応じ、別表

３により定める係数。  

 なお、この場合の「開設単位数」についても上記②と同様とする。  

  また、この補正については、当該高等学校において開設する科目の属する

科目群の全てについて基準面積・金額を補正するものとする。  

 

 (3)職業学科及び総合学科を併設する場合 

     それぞれ上記(１)及び(２)により算出した面積・金額の和をもって当該高等

学校の基準面積・金額とする。  

 

２ 基準面積・金額の算定の対象とならない学科  

   次のいずれかに該当する場合は当該高等学校における基準面積・金額の算定

の対象とはしないものとする。  

 (1)  募集停止中の学科  

 (2)  全日制の課程と併置される夜間定時制の課程に置かれる学科で全日制の課程

に置かれる学科と同様の学科  

 (3)  昼間定時制の課程と併置される夜間定時制の課程に置かれる学科で昼間定時

制の課程に置かれる学科と同様の学科 

 (4) 通信制の課程に置かれる学科 (通信制の課程のみを置く高等学校の学科を除

く｡) 

 (5) 特別支援学校の高等部に置かれる学科  

 (6) 専攻科及び別科  


